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Topics

毎週水曜日は窓口を延長
　毎週水曜日は、伊奈・谷和原両
庁舎で窓口業務を午後７時まで延
長しています。次の証明書の交付
が受けられます。
●税務関係➡納税証明書、所得証
　明書、評価証明書、軽自
　動車車検用納税証明書な
　どの発行
●住民関係➡全部事項証明
　書（戸籍謄本）、個人事項
　証明書（戸籍抄本）、住民
　票謄・抄本、身分証明書、印鑑
　登録及び印鑑証明書などの発行
●会計関係➡市税、各種使用料、
　手数料など（納付書持参の場合
　のみ）の収納

広報紙の発行について
　広報つくばみらいは、毎月第３
木曜日発行です。

（平成18年５月１日現在）

おことわり
　４月号で掲載しました「作品広場」（俳句・短歌）のコーナーでは、個人の作品をご紹介して
いましたが、５月分は投稿作品が多く、紙面の都合上すべての作品を掲載することができなく
なりました。また、事務局側で掲載する句を選出することも困難であり、今後こういった事態
が予想されるため、今号から「作品広場」のコーナーを休載させていただきます。
　すでに作品をご投稿いただいた方、また、投稿をお考えになられていた方に対しましては大
変申し訳なく存じますが、なにとぞご理解のほどをよろしくお願いいたします。
　なお、今後は専門的知識をお持ちの方（団体など）に句の選出を依頼するなど、掲載方法を
を検討し、再開に向けて準備をしたいと考えています。再開の時期は未定ですが、再開の際に
は広報の紙面上でお知らせします。

☆★セルフコピー機の導入について★☆
●当館所蔵の資料を、著作権法31条規定の範囲内でコピーすることができます。コピー機
　の導入により、ご自身で複写作業を行っていただくことが可能になりました。
利用方法：コピー申込書に必要事項をご記入の上、受付窓口にお出しください。職員が複
　　　　　写の範囲を確認後、館内備え付けコピー機において、複写作業を行っていただ
　　　　　きます。１枚10円、白黒のみ、領収書の発行はありません。

※著作権法第31条（図書館等における複製）
　　調査研究の目的で使用する場合に限り、著作物の一部分（資料によって範囲の規定が
　異なります）等を１人１部のみ、複写することができます。

シリーズ・新図書館活用達人講座２
　＊ご存じですか？「著作権法」＊
　図書館での複写は、著作権法第31条を根拠に制限つきで許可されています。
　著作権とは、知的財産権のひとつです。小説や音楽など文化的な創作物を創作した人が、
その作品に対して有する権利です。その権利を保護するための法律が「著作権法」です。
もしこの法律がなかったら、作者が対価や社会的名声を得ることが保障されなくなり、ま
た私たちにとっても、知らないままだと無自覚に法を犯しかねない、生活に密着した法律
でもあります。
　「借りた本やＣＤをコピーして人にあげる」「本の内容を無断でそのままホームページに
使う」…などは、著作権法違反につながってしまいます。作者が自作をタダで勝手に使わ
れていると知ったら、創作する気をなくし、図書館や書店からいい作品が消えてしまうか
もしれません。
　「自分だけなら…少しだけなら…」の考えではなく、後で困ることのないよう、著作権と
著作権法のことを知り、資料の正しい利用を心がけましょう。図書館と司書は、著作権を
正しく理解していただくための案内役でもあります。分からないことがあれば気軽におた
ずねください。

複写規定（一部）

一 般 的 図 書 全体の１／２未満

新 聞・ 雑 誌
全体の１／２未満
（当日分・最新号はコピー不可）

地 図
個々の地図の１／２未満
住宅地図は見開きの１／２未満

法律、例規など 制限なし

持 込 資 料 できません

図書館休館日
　６月 ５日（月）、
　　　19日（月）、
　　　30日（金・整理日）
おはなし会（司書のブッ
クトークなど）
　６月24日（土）
　午前11時
　幼児～小学校低学年
読み聞かせ会（ボランティ
アの読み聞かせ）
　６月10日（土）
　午後２時
　小学生まで
図書館への問い合わせ
　☎ 58 - 3710
開館時間
　午前10時～午後６時

12日（月）
26日（月）

図書館ＵＲＬ：http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/library/　「蔵書検索」「新聞記事に
見るつくばみらい市＆ＴＸ」他　図書館Ｅ- mail：library01@city.tsukubamirai.lg.jp らいぶらりあんスピーフィ

情
報
図
書
館

新規登録、随時受付中！
　図書館の利用カードは０歳から
発行可能です。住所など確認でき
るものをご持参の上、窓口でお申
し込みください。

ＨＰをご覧ください
　つくばみらい市のホーム

ページはもうご覧になりました
か。携帯電話用のサイトもありま
すので、ぜひご活用ください。
http://www.city.tsukubamirai.
lg.jp
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※前月比


